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（経緯） 
施設等における被措置児童等虐待に関しては、平成１９年５月にとりまとめられた

「今後目指すべき児童の社会的養護体制に関する構想検討会中間とりまとめ」におい

て、「昨今、相次いで施設職員による虐待事件が起こっているが、子どもの抱える課題

の複雑さに対応できていない職員の質や教育に問題があったこと、施設におけるケア

を外部から評価・検証する仕組みがなく施設運営が不透明になっていること等がその

要因として指摘されています。関係者にはこのような問題が二度と起こらないように

するための真摯な努力が求められることはもちろんであるが、さらに、このような課

題を解決するため、制度的な対応も視野に入れて検討する必要がある」ことが指摘さ

れ、平成１９年６月に公布された「児童虐待の防止等に関する法律及び児童福祉法の

一部を改正する法律（平成１９年法律第７３号）」においても、「政府は、児童虐待を

受けた児童の社会的養護に関し、・・・児童養護施設等における虐待の防止を含む児童

養護施設等の運営の質的向上に係る方策・・・その他必要な事項について速やかに検

討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」ことが附則で規定さ

れて、政府における検討事項とされました。 
 さらに、平成１９年１１月にとりまとめられた社会保障審議会児童部会社会的養護

専門委員会報告書においては、「社会的養護の下にいる子どもたちは、措置によりその

生活が決定されること等を踏まえ、また、近年起こっている施設内虐待等を予防する

とともに、これに対応するため、下記のような施策を講じることにより、子どもの権

利擁護の強化、ケアの質の確保を図る必要がある。」ことが指摘されました。 
これらを受け、政府では、今回の児童福祉法等の一部を改正する法律案に被措置児

童等虐待の防止に関する事項を盛り込み、被措置児童等の権利擁護を図るため、適切

な対応のための仕組みを整備することとしました。 
    
 （主な内容） 

今回の制度化では、児童虐待の防止等に関する法律（平成１２年法律第８２号。以

下「児童虐待防止法」という。）が対応していない施設職員等による虐待に対応するこ

とをはじめとして、社会的養護に関する質を確保し、子どもの権利擁護を図るという

観点から、下記のような事項が規定されています。 

・被措置児童等虐待の定義 

・被措置児童等虐待に関する通告等 

・通告を受けた場合に都道府県等が講ずべき措置 

・被措置児童等の権利擁護に関して都道府県児童福祉審議会の関与 

 
そもそも、保護を要する子どもたちの権利擁護を図るということは、当然、施設等

の役割に含まれているものでありますが、今般の改正では、「施設職員等は、被措置

児童等虐待その他被措置児童等の心身に有害な影響を及ぼす行為をしてはならな

い。」ことが改めて明確に規定されています（児童福祉法第３３条の１１）。 
さらには、事業者や施設の設置者、里親は、児童、事業を利用する者及び施設に入

所する者の人格を尊重するとともに、児童福祉法又は同法に基づく命令を遵守し、忠
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